
事  務  連  絡 

令和４年 ６月１３日 

 

 

金木運動公園施設利用者 各位 

 

 

五所川原市教育委員会     

教育長  原  真 紀   

（公印省略） 

 

金木運動公園の臨時休業について 

 

 令和 4 年 6 月 13 日付で金木運動公園テニスコートの整備を行ったメーカーより連絡があ

り、テニスコートの表層塗料にアスベストが混入している事が判明しました。アスベスト飛

散の恐れがあるため、当面の間は臨時休業とさせていただきます。 

 野球場についてはアスベストの飛散の恐れがなくなりしだい再開いたします。 

 テニスコートについては、アスベストの除去が終了するまで、使用はできません。 

 利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 臨時休業の期間 

  令和 4年 6月 14日から当面の間 

 ※ アスベスト対策完了後に、安全性を確認したうえで再開する予定です。 

 

 


